
「特殊肥料生産業者（輸入業者）届出書」の提出について

　特殊肥料の生産（輸入）を始められる個人又は法人の方は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項の規定に基づき、生産（輸入）開始の１週間前までに下記の書類を提出願います。
記
Ⅰ　提出書類

１　特殊肥料生産業者届出関係

（１）特殊肥料生産業者（輸入業者）届出書　　　　　正副２通

（２）本人確認書類（初回届出時のみ）（原本）　　　　　 １通

法人の場合：登記事項証明書　　　　　　　　　　　　

個人の場合：住民票

※　任意組合（生産組合等）は、その代表者等個人の届出になります。

（３）生産する事業場の所在地を示す地図（初めての届出の場合）　１通

（輸入の場合は不要）
（４）保管する施設の所在地を示す地図（初めての届出の場合）　　１通
○堆肥、動物の排せつ物を届出る場合

（５）生産工程等確認票（別紙様式）　　　　　　　　１通
（６）成分分析書　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　下記の分析項目が記載されたもの
ア　窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比
イ　銅全量（原料として豚ぷんを使用される場合）
ウ　亜鉛全量（原料として豚ぷんまたは鶏ふんを使用される場合）
エ　石灰全量（原料として石灰を使用される場合）
オ　水分含有量（上記含有量を乾物あたりで表示される場合）

なお分析書がコピーの場合、生産される肥料の分析書に間違いない旨を記載し、届出者の押印をしてください。
（７）その他、必要に応じて添付資料を追加する場合があります。
・特殊肥料の品質の維持、確保の確認のための書面
・生産設備が賃借の場合は「生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書」

２　肥料販売業務届出関係
兵庫県内で販売する場合は、肥料販売業務開始届出書の提出が必要です。

詳細は「肥料販売業務開始届出書の提出について」を参照

Ⅱ　提出先
兵庫県農林水産部 農産園芸課 花き果樹班
〒650-8567　神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

電話：078-362-3449　FAX：078-362-4092
特殊肥料生産業者（輸入業者）届出書
令和　　年　　月　　日
　兵庫県知事　様
（〒　　　　-　　　　　）

住所
（名称及び代表者の氏名）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（電話番号：　　　　　　　　　　　　　　）

（FAX番号：　　　　　　　　　　　　　　）

（電子メールアドレス：　　　　　　　　　　　　）

　下記により特殊肥料を生産（輸入）したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項の規定により届け出ます。

記
１　氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
２　肥料の種類
３　肥料の名称
４　生産する事業場の名称及び所在地
５　保管する施設の所在地
（届出者が個人の場合）

６　兵庫県住民基本台帳ネットワークシステム（以下｛住基ネット｝という）を活用した本人確認情報による照合を了承します。　　　　　　　　（自署：　　　　　　　　）
　備考
１　輸入業者にあっては４を記載しなくてよい。

２　届出者（個人）が、住基ネットを活用した本人確認情報の照合を望まない場合は、住民票を添付すること。
特殊肥料生産業者（輸入業者）届出書

令和４年４月１日
　兵庫県知事　様

（〒655-8067）

住所　神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
氏名　㈱兵庫県特殊肥料
代表取締役　神戸　太郎　　　
（電話番号：078-341-7733）

（FAX番号：078-362-4092）

（電子メールアドレス：○○@△△.ne.jp ）



　下記により特殊肥料を生産（輸入）したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項の規定により届け出ます。

記
１　氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

住所　神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

氏名　㈱兵庫県特殊肥料　　代表取締役　神戸　太郎

２　肥料の種類
堆肥
３　肥料の名称
ひょうご堆肥

４　生産する事業場の名称及び所在地
名　称　兵庫県特殊肥料　神戸工場

所在地　兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
５　保管する施設の所在地
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

（兵庫県特殊肥料　神戸工場）
（届出者が個人の場合）
６　兵庫県住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という）を活用した本人確認情報による照合を了承します。　　　　　　　　（自署：　　　　　　　　　　　　　）
堆肥及び動物の排せつ物に関する製造工程等確認票

	1 種類
	堆肥　　　　　　　　　　　動物の排せつ物

	2 名称
	

	3 原料及び

使用割合
	　　　　　　　　　（　　　％）
　　　　　　　　　（　　　％）

　　　　　　　　　（　　　％）

　　　　　　　　　（　　　％）

· 重量の大きい順に記載のこと。



	④材料及び

　使用割合


	　　　　材料名

　　使用目的

使用割合



	⑤生産工程
（フロー図等）
	

	⑥生産する事業場の名称及び所在地
	

	⑦連絡先
	電話（　　　　　　　　　　　　　）FAX（　　　　　　　　　　　　）


「堆肥及び動物の排せつ物に関する製造工程等確認票」記載要領
①種類については、堆肥又は動物の排せつ物のうち該当するものを○で囲む。

堆肥：有機物を原料としてたい積又は攪拌し、腐熟したもの
（例）牛ふん堆肥、もみ殻堆肥、発酵鶏ふん等
動物の排せつ物：堆肥以外のもの
（例）乾燥牛ふん、乾燥鶏ふん、グアノ等
②肥料の名称については、届出書に記載している名称を記載すること。

③原料については、使用する原料すべてを使用する重量の大きい順に記載し、使用割合を記入すること。
④材料については、使用する材料名、使用目的、割合（全体）を記入すること。
⑤生産工程は、生産の各工程や発酵期間、管理内容等について記載すること。なお別紙を添付する場合、別紙参照としてもよい。

	（例）　○一次発酵槽で牛ふん、もみ殻、（発酵促進材）を攪拌後たい積する。
↓　　約30日（この間２日に一回切り返し）
○二次発酵槽で90日間たい積する。（この間２日に一回切り返し）
↓
○選別

○袋詰め

○出荷


⑥届出書に記載している生産する事業場の名称及び所在地を記載すること。

⑦連絡先の電話番号、FAX番号を記載する。
記入例





※生産業者の場合「輸入業者」を、輸入業者の場合は「生産業者」を二重線で消す。





※個人の場合は住民票上の現住所を、法人の場合は登記上の住所を記載する。





※生産又は輸入の何れかを二重線で消す。





※個人の場合は住民票上の現住所を、法人の場合は登記上の住所を記載する。








※生産する特殊肥料の種類（堆肥、魚かす、混合特殊肥料等）を記載する。





※生産する特殊肥料の名称を記載する。





※特殊肥料を生産する事業場の名称とその事業場の住所を記載する。複数あれば複数記載する。


※地図を添付する。





※生産した特殊肥料を保管する施設の住所を記載する。名称があれば（　）書きで記載する


※地図を添付する。









